
【補助金（一般市民の方・団体向け）】

制度の名称 制度の概要 対象者 内　容 問い合わせ先

【新規就農者育成支援】
①佐世保市の農業研修を受講する者への助成
②研修を行う農家への助成
③研修を行う農家を支援する団体への助成

①60歳未満で、新規就農を目指し、研修計画及び就農計画を作成
しその実現が認められる者
②研修生を受入る農業士又は認定農業者
③受入農家が研修生に対して行う技術指導等を支援をする団体

①900円×研修時間
　（上限36,000円/月×10ヶ月）
②20,000円/月
　（上限10ヶ月）
③10,000円/月
　（上限10ヶ月）

【農機等購入費補助】
営業開始、承継発展の際に必要な農機・施設・資材等の購入
費を支援

・６０歳未満で新規就農者を目指し、適切な研修が行われていたと認
められる者。
※別途条件があります。

購入費の1/3以内
　（上限400千円）

【農地賃借料補助】
営業開始、継承発展の際に必要な農地賃借料を支援

・６０歳未満で新規就農者を目指し、適切な研修が行われていたと認
められる者。
※別途条件があります。

賃借料の1/2以内
　（上限30千円/年）

佐世保市
新規就農者支援事業費補助金
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